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北九州市環境ミュージアム条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 
令和６年８月１５日 

                    北九州市長 武 内 和 久   
北九州市規則第３２号 

北九州市環境ミュージアム条例施行規則の一部を改正する規則 
北九州市環境ミュージアム条例施行規則（平成１４年北九州市規則第３３号

）の一部を次のように改正する。 
第２条第１項各号列記以外の部分中「（展示室を除く 。）」 を削り、「次の

各号に掲げる日に応じ、当該各号に定める時間」を「午前９時から午後５時ま

で」に改め、同項に次のただし書を加える。 
ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがで

きる。 
第２条第１項各号並びに同条第２項及び第３項を削る。 
第３条第１号中「月曜日」の次に「（その日が国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たるときは、その翌日）」を加

え、同条第２号を次のように改める。 

（２） １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く 

。）  
付 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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北九州市告示第３４４号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき

、次の土地を特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域に指

定することについて、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定に

基づき、次のとおり告示する。また、この告示により指定する形質変更時要届

出区域に係る同法第１５条第１項に規定する台帳は、北九州市環境局環境監視

部環境監視課及び北九州市立文書館に備え付ける。 

  令和６年８月１５日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 指定する形質変更時要届出区域 

北九州市戸畑区牧山五丁目５番１、６番１、６番９、６番１０、１７８８

番１及び１７９９番１の各一部並びに戸畑区牧山五丁目７番３、１７８８番

１２，１７８８番１３、１７８８番１４、１７８８番１５、１７８８番１６

、１７９９番４６、１７９９番４７、１７９９番４８、１７９９番４９及び

４４１２番４ 

２ 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  クロロエチレン、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン、１，１－ジクロ

ロエチレン、１，２－ジクロロエチレン､１，３－ジクロロプロペン、ジクロ

ロメタン、テトラクロロエチレン、１，１，１－トリクロロエタン、１，１

，２－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、カドミウム及び

その化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレ

ン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒
ひ

素及びその化合物、ふっ素及びそ

の化合物、ほう素及びその化合物、シマジン、チオベンカルブ、チウラム、

ポリ塩化ビフェニル並びに有機りん化合物 

３ 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及び

その化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合

物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 
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北九州市告示第３４５号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項、第４６条第１項及

び第５３条第１項の規定により、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者及

び介護予防サービス事業者を指定したので、同法第７８条第１号、第８５条第

１号及び第１１５条の１０第１号の規定により、次のとおり告示する。 

  令和６年８月１５日 

北九州市長 武 内 和 久 

1 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０７０

４０６３

４５ 

介護のようちゃ

ん 

福岡県北九州市

小倉北区砂津二

丁目１１番９－

５０７号 

合同会社よう

ちゃん 

令和６年８

月１日 

４０７０

７０８４

０１ 

訪問介護笑生 福岡県北九州市

八幡西区鉄王二

丁目２番４３号 

合同会社笑.１ 令和６年８

月１日 

２ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０６７

７９１３

２３ 

訪問看護ステー

ションＥｖｅｒ

ｙ 

福岡県北九州市

小倉南区下城野

二丁目６番２２

号 ネッツ下城

野１０３号 

有限会社ほっ

と・ハート 

令和６年８

月１日 

４０６７

７９１３

３９ 

訪問看護ステー

ション奏葉 

福岡県北九州市

小倉北区霧ケ丘

三丁目３番４号 

株式会社フッ

トライズ 

令和６年８

月１日 

３ 居宅介護支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０７０

１０３１

５７ 

合同会社ケアプ

ランセンターさ

とう 

福岡県北九州市

門司区東本町一

丁目２番１８号 

合同会社ケア 

プランセンタ

ーさとう 

令和６年８

月１日 

４０７０

５０６１

４４ 

ｃａｒｅ－ｍａ

ｎａｇｅｍｅｎ

ｔ ｏｆｆｉｃ

ｅ サムスタ． 

福岡県北九州市

小倉南区東貫一

丁目１２番２５

－３０３号 

合同会社Ｎｅ 

ｗ－ｃｉｏｓ

．ｌｉｆｅ 

令和６年８

月１日 
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北九州市告示第３４６号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第１１５条の５

第２項の規定により、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業

者から廃止の届出があったので、同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第

２号の規定により、次のとおり告示する。 

  令和６年８月１５日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０７０

５０２０

０２ 

レモン・ケアサ

ービス 

福岡県北九州市

小倉南区八重洲

町１１番１８号 

有限会社目黒

商事 

令和６年７

月３１日 

２ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０７０

７０７３

８７ 

株式会社ＭＥＤ

ＩＣ 

福岡県北九州市

八幡西区熊手三

丁目３番１２号

丸善ビル３０３

号 

株式会社ＭＥ

ＤＩＣ 

令和６年７

月３１日 

３ 特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０７０

７０７３

７９ 

株式会社ＭＥＤ

ＩＣ 

福岡県北九州市

八幡西区熊手三

丁目３番１２号

丸善ビル３０３

号 

株式会社ＭＥ

ＤＩＣ 

令和６年７

月３１日 
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北九州市告示第３４７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、認可地縁団体から次のとおり告示事項の変更の届出があった。 

  令和６年８月１５日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 認可地縁団体の名称 

  本城パークタウン町会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 下田数利 北九州市八幡西区本城五丁目２番４号 

変更後 中川哲弥 北九州市八幡西区本城五丁目２番５号 

３ 変更年月日 

  令和６年４月１日 
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北九州市公告第５９７号 

 北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号。以下「規則」という。）

第４条第２項に定める随時に行う受付を令和６年度及び令和７年度において行

うため、規則第４条第３項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の

規定により、北九州市が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調

査業務等の委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競

争入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」と

いう。）及び競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和６年８月１５日 

                        北九州市長 武 内 和 久 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 
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   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和６年９月１日から令和７年３月３１日まで（日曜日、土曜日、国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び令和６

年１２月３０日から令和７年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９時か

ら午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからエまで、

カ、コ及びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからカまで、クからコまで及びスは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 

ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 
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オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 印鑑証明書 

ク 業務経歴書 

ケ 技術者経歴書 

コ 北九州市内事業所等調書 

サ 北九州市税に係る納税証明書 

シ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

ス 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課及び北九州市立文書館で閲覧に供す

るとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  北九州市小倉北区城内１番１号（北九州市役所１５階） 

    電話 ０９３－５８２－２５４５ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１１３ 
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北九州市公告第５９８号 

 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（

平成７年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に定め

る随時に行う受付を令和６年度及び令和７年度において行うため、規則第３条

第３項（規則第９条において準用する場合を含む。）の規定により、北九州市

が発注する物品の売買、製造の請負その他の契約（工事請負契約及び工事に付

帯するその他の契約を除く。）の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争

入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」とい

う。）、競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和６年８月１５日 

                    北九州市長 武 内 和 久    

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 
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    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和６年９月１日から令和７年３月３１日まで（日曜日、土曜日、国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び令和６

年１２月３０日から令和７年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９時か

ら午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまでは

、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市
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入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和 

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課及び北九州市立文書館で閲覧に供す

るとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  北九州市小倉北区城内１番１号（北九州市役所１５階） 

    電話 ０９３－５８２－２５４５ 
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  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１１３ 
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北九州市公告第６００号 
次の物品について、一般競争入札により物品調達契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２ 

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号 
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

令和６年８月１５日 
北九州市長 武 内 和 久   

１ 調達内容 

購入品目及び数量 移動式バスケットゴール １対 
購入物品の仕様 仕様書に定めるとおり 
履行期限 令和７年２月２８日 
納入場所 総合体育館（北九州市八幡東区八王寺町４番１号） 

２ 競争入札参

加資格（次の

いずれにも該

当する者であ

ること。） 

登録 有資格業者名簿（注１）に記載されていること。 
所在地 有資格業者名簿に記載されている本店所在地又は受任地が北九州市内にあること。 

実績 
令和４年度以降において、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以

下「本市」という。）が発注した１件１６０万円を超える物品等供給契約における指

名の実績又は契約の履行実績（随意契約によるものを含む。）があること。 
その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 契約条項を

示す場所及び

期間 

場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課 

期間 この公告の日から本件開札日まで（注２）の毎日午前９時から午後４時３０分まで 
（最終日午前１０時まで） 

４ 競争参加資

格確認申請書

提出期間 

この公告の日から令和６年８月２６日まで（注２）の毎日午前９時から午後７時まで及び同月２７日の午

前９時から午後４時３０分まで 

５ 入札書の受

付期間 
令和６年９月３日から同月１１日まで（注２）の毎日午前９時から午後７時まで及び同月１２日午前９時

から午前１０時まで 
６ 開札の場所

及び日時 
場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課 
日時 令和６年９月１２日午前１０時１０分 

７ 入札及び契

約に関する条

件 

入札保証金 入札価格の１００分の５以上の額。ただし、契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当

する場合は、免除する。 

契約保証金 契約金額の１００分の５以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号の

いずれかに該当する場合は、免除する。 

入札方法 

総価により行う。入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とする。 
電子入札案件 この公告に係る入札は、原則として電子入札システムにより行う。 

８ 落札者の決

定方法 
契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者

を落札者とする。 

９ 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
（１） この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札 
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

１０ その他 

（１） この調達に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（２） 入札説明書及び仕様書は、北九州市技術監理局契約部ホームページからダウンロードする方法によ 
 り交付する。ただし、これにより難い場合は、第３項に示す場所及び期間において無償で交付する。 
（３） この入札に係る競争参加資格確認通知を受けていない者は、当該入札に参加することができない。 
（４） 原則として、入札者名義のＩＣカード（注３）を取得し、北九州市電子入札システムの利用者登録 
を完了していること。 

（５） この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話 ０９３－５８２－２０１ 
７）とする。 

注１ 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第

１項に規定する有資格業者名簿をいう。 
注２ この公告第３項から第５項までに規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。 
注３ 北九州市電子入札用電子証明書（ＩＣカード）登録要領第３条に規定するＩＣカードをいう。 
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北九州市公告第６０１号 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    令和６年８月１５日 

                                  北九州市長  武 内 和 久   

１  物品等の名称及び予定数量   

    コークス  １，２００トン  

２  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市技術監理局契約部契約課 

    北九州市小倉北区城内１番１号 

３  落札者を決定した日   

   令和６年８月５日 

４  落札者の名称及び住所   

  株式会社三誠商会 

北九州市八幡東区西本町一丁目１０番８号 

５  落札金額   

    １トン当たりの契約金額５万１，７００円に１００分の１０に相当する金

額を加算した金額 

６  契約の相手方を決定した手続   

    一般競争入札 

７  一般競争入札の公告をした日         

    令和６年７月５日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市公告第６０２号 

一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和６年８月１５日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 委託内容 

 （１） 業務名 区役所窓口サービス見直しのための調査業務 

 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 契約締結日から令和７年３月３１日まで 

 （４） 成果物納品場所 北九州市の指示する場所 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる

ものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること

。 

２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当するものであること。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること      

。 

（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則(平成７年北九州市規則第１１号)第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 

（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札書の提出場所等 

（１） 契約条項を示す場所及び期間 

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市総務市民局区政推進課 

イ 日時 この公告の日から令和６年８月２６日まで（日曜日及び土曜

日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時か

ら午後４時３０分まで 

（２） 入札関係資料の交付方法 前号アの場所において無償で交付する。 
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（３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

（４） 競争参加の申出書等の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を 

希望する者は、令和６年８月２６日までに競争参加の申出書等を第１号

アの場所に提出しなければならない。郵送による場合は、第１号アの場

所に書留郵便により、令和６年８月２６日午後５時必着のこと。 

（５） 入札及び開札の場所及び日時 

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市役所本庁舎地下２階第２入札室 

  イ 日時 令和６年８月３０日午前１０時 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

（２）  入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５       

条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２

５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

（４） 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６）  契約書作成に要する費用 全て落札者の負担とする。 

（７） この公告に係る事務を担当する主管課の名称及び所在地等 

北九州市総務市民局市民部区政推進課 

〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

電話 ０９３－５８２－２１０７ 
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北九州市上下水道局公告第１３１号 

 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条において準用する

北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平

成７年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に定める

随時に行う受付を令和６年度及び令和７年度において行うため、規則第３条第

３項（規則第９条において準用する場合を含む。）の規定により、北九州市上

下水道局が発注する物品の売買、製造の請負その他の契約（工事請負契約及び

工事に付帯するその他の契約を除く。）の一般競争入札及び指名競争入札（以

下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資

格」という。）、競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する

。 

  令和６年８月１５日 

               北九州市上下水道局長 持 山 泰 生 

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
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（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和６年９月１日から令和７年３月３１日まで（日曜日、土曜日、国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び令和６

年１２月３０日から令和７年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９時か

ら午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と
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いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまでは

、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和 

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市上下水道局総務経営部経営企画課及び北九州市立文書館で閲覧に

供するとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 
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    北九州市上下水道局総務経営部経営企画課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

    電話 ０９３－５８２－３１３７ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１００ 
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北九州市上下水道局公告第１３２号 

 北九州市上下水道局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の

資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第９号）第２

条において準用する北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参

加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号。以下「

規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和６年度及び令和

７年度において行うため、規則第４条第３項（規則第１１条において準用する

場合を含む。）の規定により、北九州市上下水道局が発注する測量業務、建設

コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約の一般競争入札

及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格（

以下「競争入札参加資格」という。）及び競争入札参加資格の審査の申請方法

等を次のとおり公告する。 

  令和６年８月１５日 

                   北九州市上下水道局長 持 山 泰 生 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正
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な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和６年９月１日から令和７年３月３１日まで（日曜日、土曜日、国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び令和６

年１２月３０日から令和７年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９時か

ら午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからエまで、

カ、コ及びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからカまで、クからコまで及びスは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 
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イ 申請業務に関する登録等の証明書 

ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 印鑑証明書 

ク 業務経歴書 

ケ 技術者経歴書 

コ 北九州市内事業所等調書 

サ 北九州市税に係る納税証明書 

シ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

ス 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市上下水道局総務経営部経営企画課及び北九州市立文書館で閲覧に

供するとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市上下水道局総務経営部経営企画課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

    電話 ０９３－５８２－３１３７ 
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  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１００ 
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北九州市交通局公告第３１号 

 北九州市交通局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資格

及び審査等に関する規程（平成６年北九州市交通局管理規程第４号）第２条に

おいて準用する北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者

の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号。以下「規則

」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和６年度及び令和７年

度において行うため、規則第４条第３項（規則第１１条において準用する場合

を含む。）の規定により、北九州市交通局が発注する測量業務、建設コンサル

タント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名

競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競

争入札参加資格」という。）及び競争入札参加資格の審査の申請方法等を次の

とおり公告する。 

  令和６年８月１５日 

                   北九州市交通局長 白 石 基   

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正
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な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

    エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和６年９月１日から令和７年３月３１日まで（日曜日、土曜日、国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び令和６

年１２月３０日から令和７年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９時か

ら午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ 

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからエまで、

カ、コ及びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからカまで、クからコまで及びスは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 
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イ 申請業務に関する登録等の証明書 

ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 印鑑証明書 

ク 業務経歴書 

ケ 技術者経歴書 

コ 北九州市内事業所等調書 

サ 北九州市税に係る納税証明書 

シ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

ス 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市交通局総務経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市交通局総務経営課 

  北九州市若松区東小石町３番１号 

    電話 ０９３－７７１－８４０１ 
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  ＦＡＸ ０９３－７７１－８４２２ 
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北九州市交通局公告第３２号 

 北九州市交通局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する

規程（平成７年北九州市交通局管理規程第１号）第２条において準用する北九

州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７

年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に定める随時

に行う受付を令和６年度及び令和７年度において行うため、規則第３条第３項

（規則第９条において準用する場合を含む。）の規定により、北九州市交通局

が発注する物品の売買、製造の請負その他の契約（工事請負契約及び工事に付

帯するその他の契約を除く。）の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争

入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」とい

う。）及び競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和６年８月１５日 

                   北九州市交通局長 白 石 基   

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別
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に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和６年９月１日から令和７年３月３１日まで（日曜日、土曜日、国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び令和６

年１２月３０日から令和７年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９時か

ら午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまでは
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、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

ケ 契約実績経歴書 

コ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和 

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市交通局総務経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市交通局総務経営課 
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北九州市若松区東小石町３番１号 

    電話 ０９３－７７１－８４０１ 

  ＦＡＸ ０９３－７７１－８４２２ 
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北九州市公営競技局公告第２９号 

 北九州市公営競技局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の

資格及び審査等に関する規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第１０

号）第２条において準用する北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競

争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号

。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和６年度

及び令和７年度において行うため、規則第４条第３項（規則第１１条において

準用する場合を含む。）の規定により、北九州市公営競技局が発注する測量業

務、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約の一般

競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要

な資格（以下「競争入札参加資格」という。）及び競争入札参加資格の審査の

申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和６年８月１５日 

                   北九州市公営競技局長 春 日 伸 一 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正
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な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和６年９月１日から令和７年３月３１日まで（日曜日、土曜日、国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び令和６

年１２月３０日から令和７年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９時か

ら午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからエまで、

カ、コ及びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからカまで、クからコまで及びスは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 
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イ 申請業務に関する登録等の証明書 

ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 印鑑証明書 

ク 業務経歴書 

ケ 技術者経歴書 

コ 北九州市内事業所等調書 

サ 北九州市税に係る納税証明書 

シ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

ス 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市公営競技局総務課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市公営競技局総務課 

  北九州市若松区赤岩町１３番１号 

    電話 ０９３－７９１－５０１０ 
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  ＦＡＸ ０９３－７９１－１４７６ 
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北九州市公営競技局公告第３０号 

 北九州市公営競技局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第８号）第２条において準

用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規

則（平成７年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に

定める随時に行う受付を令和６年度及び令和７年度において行うため、規則第

３条第３項（規則第９条において準用する場合を含む。）の規定により、北九

州市公営競技局が発注する物品の売買、製造の請負その他の契約（工事請負契

約及び工事に付帯するその他の契約を除く。）の一般競争入札及び指名競争入

札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札

参加資格」という。）及び競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとおり

公告する。 

  令和６年８月１５日 

               北九州市公営競技局長 春 日 伸 一    

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
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（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和６年９月１日から令和７年３月３１日まで（日曜日、土曜日、国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び令和６

年１２月３０日から令和７年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９時か

ら午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と
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いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまでは

、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和８年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和８年６月に令和 

８年度及び令和９年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市公営競技局総務課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 
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    北九州市公営競技局総務課 

  北九州市若松区赤岩町１３番１号 

    電話 ０９３－７９１－５０１０ 

  ＦＡＸ ０９３－７９１－１４７６ 
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